
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）の締結に伴う
一部の乳製品に係る調整金額の変更

・CPTPPの締結に伴い、一部の乳製品について、税関が徴収する関税額及びALICが徴収する調整金額の内訳が変更します。なお、関税額と調整金額
の合計額は、現行と変わりません。

・ALICの売買手続きはこれまでと変わりません。

現行単価

○ 関税 ＝ 29.8% ＋ 179円/kg
○ ALIC調整金 ＝ 806円/kg

CPTPP協定発効後の単価

【バターの例】

 CPTPP発効日以降、全世界から輸入
するもの

○ 関税 ＝ 36% ＋ 290円/kg
○ ALIC調整金
＝ （29.8%＋985円/kg）－（36%＋290円/kg）

 CPTPP発効日以降、CPTPP加盟国か
ら輸入するもの

 CPTPP発効日の１日前以降、全世界か
ら輸入するもの

（現行のHSコード：0402.10、0402.21、0402.29、
0403.90、0404.10、0405.10、0405.20、0405.90）

（0402.10.217、0402.21.217） （0404.10.129、0404.10.139、0404.10.149）

現行単価

○ 関税 ＝ 92円/kg
○ ALIC調整金 ＝ 304円/kg

CPTPP協定発効後の単価

○ 関税 ＝ 26% ＋ 130円/kg
○ ALIC調整金
＝ 363円/kg －（26%＋130円/kg）

【 飼料⽤脱脂粉乳（0402.10.217）の例】 【 ホエイ】

現行単価

○ 関税 ＝ 29.8% ＋ 99円/kg
○ ALIC調整金 ＝ 326円/kg

CPTPP協定発効後の単価

○ 関税 ＝ 35% ＋ 120円/kg
○ ALIC調整金

＝（29.8%＋425円/kg）－（35%＋120円/kg）

※ れん乳（0402.99）の調整⾦は変更しません。

＜調整金の計算方法（バターの例）＞

［｛(申告価格÷申告数量)✕0.298＋985円/kg｝－｛(申告価格÷申告数量）✕0.36＋290円/kg｝］✕ 申告数量 ＝ 調整金（円未満は切り捨て）


